
長岡京市教育委員会後援名義の使用に関する事務取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、国、地方公共団体その他団体又は個人が主催する事業に対する長

岡京市教育委員会（以下「委員会」という。）の後援名義の使用に関し、必要な事項

を定めるものとする。  

（承認の基準） 

第２条 委員会は、後援名義の使用承認の申請に係る事業が、次に掲げる基準を満たし

ていると認められるときは、当該事業の後援名義の使用を承認するものとする。ただ

し、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。 

⑴ 内容、目的等を総合的に勘案して長岡京市の教育の振興に寄与すると認められる

こと。 

⑵ 宗教的又は政治的色彩を有しないこと。 

⑶ 公序良俗に反していないその他社会的非難を受けるおそれがないこと。 

⑷ 私的な利益を目的としていないこと。 

⑸ 営利、宣伝及び売名を目的としていないこと。 

⑹ 特定の主義主張の浸透を図ることを目的としていないこと。 

⑺ 暴力、威力又は詐欺的不法行為等を行うおそれのある組織又は個人にとって利益

になるものでないこと。 

⑻ 入場料、参加料等（当該費用が少額で対象者の経済的負担が過重でないと認めら

れるものを除く。）を徴収しないこと。 

⑼ 長岡京市内又は乙訓地域で実施され、広く一般市民を対象としていること。 

⑽ 主催者の存在が明確であり、事業遂行能力が十分あると認められること。 

⑾ 全国レベルの大会等については、京都府教育委員会が後援していること。 

⑿ 教育行政の運営に支障をきたさないこと。 

（後援の使用） 

第３条 後援名義の使用承認を受けた者（以下「承認を受けた者」という。）は、当該

事業に関し発行する印刷物等に、委員会が後援している旨の表示をすることができる。 

 （申請の手続） 

第４条 後援名義の使用承認を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、事業

を実施する１か月前までに、後援名義使用承認申請書（様式第１号）に次の各号に掲

げる書類を添えて、委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めた

ときは、必要事項を記載した任意の書式で申請し、又は添付書類の全部若しくは一部

の提出を省略することができる。 

 ⑴ 収支予算書（様式第２号。参加者から入場料、参加料等を徴収するときに限る。） 

 ⑵ 主催者の活動目的及び内容を記載した書類 

 ⑶ その他委員会が必要と認める書類 



（承認・不承認） 

第５条 委員会は、前条の申請書を受け付けたときは、内容を審査し、適当と認めた

場合は長岡京市教育委員会後援名義使用承認書（様式第３号）を、適当と認められ

ない場合は長岡京市教育委員会後援名義使用不承認書（様式第４号）を申請者に交

付する。 

 （承認の条件） 

第６条 委員会は、後援名義の使用を承認したときは、次に掲げる条件を付するものと

する。 

 ⑴ 使用承認期間は、承認した日から当該事業終了日までとし、同一年度内を限度と

するものとする。 

 ⑵ 当該事業内容に変更が生じたとき、又は当該事業を中止するときは、第７条の規

定に基づき委員会に届けなければならない。 

 ⑶ 承認を受けた者は、事業終了後第９条の規定に基づき事業実施報告をしなければ

ならない。 

２ 前項の条件を履行しなかった場合、新たな承認は行わないものとする。なお、同一

団体とみなされるものが形式的に名義を変えている場合も同様とする。 

（内容変更の届出） 

第７条 承認を受けた者は、当該事業内容に変更が生じたとき、又は当該事業を中止す

るときは直ちに後援名義使用内容変更届出書（様式第５号）により委員会に届けなけ

ればならない。 

（承認の取消し等） 

第８条 委員会は、第５条の規定に基づく承認に係る事業の内容（前条の規定による届

出を行った場合にあっては当該変更後の内容）が次の各号のいずれかに該当するとき

は、後援の承認を取り消すことができる。 

⑴ 第２条の基準を満たさない事実が判明したとき。 

⑵ 虚偽の申請内容が判明したとき。 

⑶ その他後援等を行うにふさわしくない事態が生じたとき。 

２ 委員会は、前項の規定により後援の承認を取り消したときは、承認を受けた者に長

岡京市教育委員会後援名義使用承認取消通知書（様式第６号）により通知する。 

３ 委員会は、事業が実施された後に、当該事業が第２条の基準を満たさないことが判

明したときは、適切な措置を講ずるよう承認を受けた者に要請することができる。 

４ 第１項の規定による取消しにより生じた損害について、委員会は一切その責を負わ

ない。 

（事業実施報告） 

第９条 承認を受けた者は、当該事業終了後３０日以内に後援名義使用事業実施報告書

（様式第７号）により報告しなければならない。 



２ 前項の規定による事業実施報告は、参加者から入場料、参加料等を徴収する事業に

あっては収支決算書（様式第８号）を添付するものとする。 

 （委員会の免責） 

第１０条 委員会は、後援名義の使用承認をした事業に関し、一切の責任を負わない。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年３月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年５月２２日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年１月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 


